
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年２月６日

【四半期会計期間】 第156期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

【会社名】 株式会社　神戸製鋼所

【英訳名】 Kobe Steel, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　犬伏　泰夫

【本店の所在の場所】 神戸市中央区脇浜町２丁目10番26号

【電話番号】 078（261）5183

【事務連絡者氏名】 経理部担当部長　　河原　一明

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区脇浜町２丁目10番26号

【電話番号】 078（261）5183

【事務連絡者氏名】 経理部担当部長　　河原　一明

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄３丁目８番20号）

EDINET提出書類

株式会社　神戸製鋼所(E01231)

四半期報告書

 1/33



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第156期

当第３四半期連結
累計期間

第156期
当第３四半期連結
会計期間

第155期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 1,715,376 523,577 2,132,405

経常利益 (百万円) 104,468 18,913 157,918

四半期（当期）純損益 (百万円) 42,037 △4,239 88,923

純資産額 (百万円) － 603,098 647,797

総資産額 (百万円) － 2,404,810 2,329,005

１株当たり純資産額 (円) － 188.25 199.80

１株当たり四半期

（当期）純損益
(円) 14.00 △1.41 29.62

潜在株式調整後

１株当たり四半期（当期）

純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) － 23.5 25.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 177,455 － 124,317

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △93,374 － △187,380

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 4,137 － 31,155

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(百万円) － 151,669 66,685

従業員数 (人) － 34,216 33,657

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

　　　ん。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社及び関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

　

(１) 連結会社（当社及び連結子会社）の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数 (人) 34,216  

　(注)　従業員数は就業人員数であります。

(２) 提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数 (人) 10,015  

　(注)　従業員数は就業人員数であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(１) 生産実績

　当第３四半期連結会計期間における鉄鋼関連事業、アルミ・銅関連事業の生産実績は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 区分
当第３四半期連結会計期間（20.10～20.12）

生産数量 (千トン)

鉄鋼関連事業 粗鋼 1,860

アルミ・銅関連事業
アルミ圧延品 80

銅圧延品 29

(２) 受注状況

　当第３四半期連結会計期間における機械関連事業の受注状況は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 区分

当第３四半期連結会計期間（20.10～20.12）

受注高
(百万円)

受注残高
(百万円)

機械関連事業

国内 25,472 149,865

海外 21,066 207,034

合計 46,539 356,900

　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(３) 販売実績

　当第３四半期連結会計期間における事業の種類別セグメント毎の販売実績は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間（20.10～20.12）

金額 (百万円)

鉄鋼関連事業 271,142

電力卸供給事業 19,420

アルミ・銅関連事業 85,397

機械関連事業 68,737

建設機械関連事業 73,041

不動産関連事業 8,228

電子材料・その他の事業 13,359

消去又は全社 △15,749

合計 523,577

　(注)　１．主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
当第３四半期連結会計期間（20.10～20.12）

金額 (百万円) 割合 (％)

神鋼商事(株) 78,571 15.0

(株)メタルワン 66,532 12.7

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(４）その他

鉄鋼関連事業の主要原材料である鉄鉱石や石炭の価格が前年に比べ大幅に値上がりしました。一方、原材料の高騰

に対応するため、鋼材販売価格への転嫁を進めました。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（１）業績の状況

当第３四半期連結会計期間の我が国経済は、第２四半期まではエネルギー・原材料をはじめとする資源価格高など

の影響により停滞しましたが、第３四半期には、米国に端を発した金融危機が実体経済へ悪影響を及ぼし、景気は急激

に悪化しました。また、海外においても、これまで成長を維持してきた中国や中東、ロシアなども含め、世界全域で景気

は減速しました。

このような経済環境のもと、当社グループにおいては、第２四半期までは景気停滞の影響が一部の事業で見られた

ものの、需要は総じて堅調に推移しました。しかしながら、第３四半期には電力卸供給事業を除く各事業で需要が急激

に減少し、これに伴い生産水準の低下を余儀なくされました。

これらを背景に、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高は5,235億円、営業利益は348億円、経常利益は189億円、

四半期純損失は△42億円となりました。

次に、事業の種類別セグメント毎の状況は以下のとおりであります。

 [鉄鋼関連事業]

当第３四半期連結会計期間の売上高は2,711億円となり、営業利益は326億円となりました。

鋼材については、第２四半期までは堅調な需要を背景に、高水準の操業を続けましたが、第３四半期に入り、造船を

除く各製造業向けの需要が急激に減少しました。

　鋳鍛鋼品については造船向けを中心に旺盛な需要が継続しました。

　一方、溶接材料については堅調に推移してきた需要が減少に転じました。

需要家における生産減や在庫調整の動向を注視しながら、需要に見合った生産に努めてまいります。

 [電力卸供給事業]

当第３四半期連結会計期間の売上高は194億円となり、営業利益は48億円となりました。

当事業は概ね計画どおりに進捗しております。

[アルミ・銅関連事業]

当第３四半期連結会計期間の売上高は853億円となり、営業損益は△118億円の損失となりました。

　堅調な需要が継続した飲料用缶材を除き、自動車や液晶・半導体関連を中心に各分野で需要が大幅に減少しました。

また、第３四半期に入り地金価格が急落したことなどに伴い発生した在庫評価影響が、収益を大幅に押し下げました。

[機械関連事業]

当第３四半期連結会計期間の売上高は687億円となり、営業利益は65億円となりました。

当期に売上を予定している案件につきましては概ね計画どおりに進捗しております。しかしながら、製造業におけ

る設備投資の圧縮や鉄源需給の緩和に加え、需要家における資金調達環境の悪化などを背景に、当期に受注を予定し

ていたタイヤ・ゴム機械、還元鉄プラントなど一部の案件に、計画の延期やキャンセル等が生じております。

[建設機械関連事業]

当第３四半期連結会計期間の売上高は730億円となり、営業利益は８億円となりました。

油圧ショベルの需要は、国内や米国、欧州向けが一段と悪化したことに加え、これまで堅調に推移してきた東南アジ

ア向けが減少しました。クレーンについては、当期の販売台数への影響は軽微であるものの、一部の受注にキャンセル

が生じるなど、需要動向に変化が見え始めております。

[不動産関連事業]

当第３四半期連結会計期間の売上高は82億円となり、営業利益は３億円となりました。

不動産販売の事業環境は厳しさを増しており、引渡し戸数が減少したことに加え、販売価格が下落しました。
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[電子材料・その他の事業]

当第３四半期連結会計期間の売上高は133億円となり、営業利益は４億円となりました。

配線膜用ターゲット材は、液晶パネル需要の減少により販売量が減少したほか、試験分析事業も自動車分野向けを

中心に受注が減少しました。

次に、所在地別セグメント毎の状況は以下のとおりであります。

 [日本]

当第３四半期連結会計期間の売上高は4,943億円となり、営業利益は306億円となりました。

鉄鋼関連事業では、鋼材については造船を除く各製造業向けの需要が急激に減少しましたが、鋳鍛鋼品については

旺盛な需要を確実に取り込みました。

その他の事業では、アルミ・銅関連事業や建設機械関連事業は需要が大幅に減少し、機械関連事業の一部に計画の

延期やキャンセル等が発生しました。

 [その他の地域]

当第３四半期連結会計期間の売上高は601億円となり、営業利益は45億円となりました。

東南アジアにおいて、建設機械関連事業の油圧ショベルの需要が減少しました。

(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが△130億円と

なったこと及び投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△417億円となったものの、外部借入の実施など

の財務活動によるキャッシュ・フローに係る収入が1,291億円となったことなどから、前四半期連結会計期間末に比

べ728億円増加の1,516億円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前四半期純利益65億円を確保したものの、たな卸資産が増加したことなどから、当第３四半期連結会

計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△130億円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

固定資産の取得による支出などから、当第３四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フロー

は、△417億円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

コマーシャル・ペーパーの発行や長期借入の実施による収入などから、当第３四半期連結会計期間における財務

活動によるキャッシュ・フローは、1,291億円となりました。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は以下のとおりであります。

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（「会社支配に関する基本方

針」）

当社は上場会社として、株式の自由な取引のなかで、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資

する形であれば、支配権の移動を伴う大規模な株式買付行為であっても、何ら否定するものではありません。

しかしながら、一方、昨今のわが国の資本市場においては、株主・投資家等に十分な情報開示が行なわれるこ

となく、突如として株式等の大規模買付が行なわれる事例が少なからず見受けられます。こうした大規模な株

式買付行為及び提案の中には、当社に回復し難い損害をもたらすおそれのあるものを内容として含むものや、

株主の皆様に大規模買付行為を受け入れるか否かを検討するのに必要な情報と時間を提供しないものも想定

されます。このような行為はいずれも当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうおそれのあるもので

す。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値を生み出す源泉、当社を支える

ステークホルダーとの信頼関係などを十分に理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を長期的に確保、向

上させる者でなければならないと考えております。これに反して、上述のような大規模な株式買付行為及び提

案を行なう者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

２．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な

取組み

(１)「中期経営計画」による企業価値の向上への取組み

当社グループは、平成18年４月に、平成20年度を最終年次とする３ヵ年の「2006-2008年度グループ中期経

営計画」を策定いたしました。その中で、①「オンリーワン製品」の拡販・創出、②「ものづくり力」の強

化、③財務基盤の強化、④ＣＳＲの推進、⑤働く喜びと誇りをもてる職場環境の創出、⑥グループ経営の強化、

⑦安定的な株主還元を掲げ、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資するべく、取り組んでおります。

本計画における主な財務目標とこれに対応する平成19年度、平成20年度第３四半期（累計）の実績は以下

のとおりです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：億円)

 
平成20年度

中　　　期

平成19年度

実　　　績
　

（参考）

平 成 20 年 度

第３四半期実績

 売上高  19,000　程度 21,324  17,153

 経常利益 1,800　以上 1,579  1,044

 当期純利益  1,000　以上 889  420

 ＲＯＡ（税引き後当期純利益／総資産） 5.0％　以上 3.8％ 　 1.7％　

 外部負債残高 5,500  以下 7,133  7,450

 （IPPプロジェクトファイナンスを含む外部負債残高） (6,500  以下) (8,234) 　 (8,495)　

 Ｄ／Ｅレシオ　※ 0.8倍　以下 1.3倍 　 1.3倍

 （IPPプロジェクトファイナンスを含むＤ／Ｅレシオ） (0.9倍　以下) (1.4倍) 　 (1.4倍)

※IPPプロジェクトファイナンスを除く外部負債残高／株主資本

　なお、上記に記載しました「2006-2008年度グループ中期経営計画」における平成20年度の財務目標は、当該

中期経営計画策定時点において当社が合理的と判断した一定の前提、見通し、計画に基づくものであります。

実際の業績は、様々な要因によりこれらの記載と大きく異なる結果となる可能性があり、当社はこれらの記

載のうち、いかなる内容についても確実性を保証するものではありません。

(２) コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化による企業価値向上への取組み

当社は、内部統制システムに基づき、コーポレート・ガバナンスの充実と、万全なコンプライアンス体制

の確立に全力をあげ、企業価値の向上に取り組んでおります。
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３．会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み

当社は、会社支配に関する基本方針に照らし、企業価値及び株主共同の利益の確保と向上のために、以下に

定める大規模買付ルールを策定するものとし、これを遵守した場合及びしなかった場合につき、一定の措置

を講じることをもって、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止するための取組みとしています（以下、「本プラン」といいます。）。その

概要は次のとおりです。

※本プランは平成18年４月27日の取締役会で導入を決定し、平成19年４月26日の取締役会においてその内

容を見直し、平成19年６月26日開催の株主総会にてご承認をいただきました。

(１) 本プランの趣旨

当社株券等に対する買付が行なわれる場合に、株主の皆様がこのような買付行為を受け入れるか否かを

検討するために必要かつ十分な情報を事前に提供することを大規模買付者に求めるとともに、提供された

情報に基づき、当社取締役会が当該大規模買付行為について評価検討を行なうための期間を設け、かかる

期間が経過するまで大規模買付行為が開始されないようにするものです。

※大規模買付行為： 特定株主グループの議決権割合を15％以上とすることを目的とする当社株券等の

買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が15％以上となるよう

な当社株券等の買付行為をいいます。

※大規模買付者　： 大規模買付行為を行なう者及びその特定株主グループをいいます。

(２) 独立委員会の設置

当社は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本プランに則った手続きの客観性、公正性及び合理

性を担保するため、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置いたします。独立委員会の委

員は、社外の弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者等及び当社の業務執行を行なう経営陣から独立して

いる当社社外取締役によって構成されます。独立委員会は、大規模買付者から提供される情報が十分か否

か等の判断並びに対抗措置の発動及び中止の可否についての当社取締役会への勧告等を行ないます。

(３) 本プランの流れ

a.「意向表明書」の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行なおうとする場合、まず、当社代表取締役宛に当社の定める書式に

従った「意向表明書」をご提出いただきます。

b. 必要情報の提供

当社は、「意向表明書」受領後５営業日以内に、大規模買付者に提供していただく必要情報のリストを

大規模買付者に交付いたします。大規模買付者には、必要情報リストの交付後速やかに、大規模買付行為

の目的や買付対価の算定根拠、買付資金の裏付け、大規模買付行為完了後に意図する事業計画などの必要

情報を当社取締役会に対し提供していただくこととし、当社取締役会は当該情報を受領後直ちに独立委

員会に提出し、独立委員会の判断に供します。

c. 大規模買付行為の評価

独立委員会が必要かつ十分な必要情報の提供を受けたと判断した旨開示した日から、取締役会にて外

部専門家等の助言を受けながら、以下の期間を評価期間と定め、買付行為の評価を行ないます。

対価を円貨（現金）のみとする公開買付けによる当社の株券等の全部の買付けの場合 60日間　

上記以外の大規模買付行為の場合 90日間　

なお、買付行為の評価期間の開始及び終了時には、それぞれ法令及び関係ある証券取引所の規則に従っ

て適時適切な開示を行ないます。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条

件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することがあります。

d. 独立委員会の分析評価及び取締役会への勧告（公正性の担保）

独立委員会の役割は下記のとおりです。

・ 買付行為の評価期間中、大規模買付者が提供した情報と当社取締役会が提供した情報の分析評価を

行なうこと

・ 評価結果に基づき対抗措置を発動すべきか否かを当社取締役会に勧告すること

・ 評価期間を延長する必要があると合理的に判断される場合に、買付行為の評価期間を相当期間延長

すること

当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断にあたっては、独立委員会の勧告を最大限尊重する

ものとし、独立委員会はその勧告内容を速やかに公表いたします。
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e. 大規模買付行為がなされたときの対応

○大規模買付者が本プランの手続きを遵守しない場合

具体的な買付方法の如何に拘わらず、当社取締役会は原則として下記f.に記載する対抗措置をとるこ

ととしています。

○大規模買付者が本プランの手続きを遵守した場合

当該大規模買付行為に仮に反対であったとしても、当社取締役会は当社株主の皆様に対し当該買付提

案に対する反対意見の表明や代替案の提示等を行なうことにとどめ、原則として大規模買付行為に対す

る対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、大規模買付者の買付提案及び当

社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、株主の皆様にご判断いただくことと

なります。

ただし、本プランの手続きが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社に回復し難

い損害をもたらすと認められる場合や当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を

とることがあります。

具体的には、下記に記載する類型に該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為が当

社に回復し難い損害をもたらす場合や当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められ

る場合に該当するものと考えます。

・ 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で株式を当社

関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行なっていると判断される場合（いわゆるグ

リーンメーラー）

・ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主

要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる目的で当社株券等の買収を

行なっていると判断される場合（いわゆる焦土化経営）

・ 当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁

済原資として流用する予定で当社株券等の買収を行なっていると判断される場合

・ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産

等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当に

よる株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高価売り抜けをする目的で当社株券等の買収を行

なっていると判断される場合

・ 大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、強圧的二段階買収（最初の買付で全株券等の

買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付

等の株券等の買付を行なうことをいいます。）など、株主の皆様の判断の機会または自由を制約

し、事実上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

・ 大規模買付者による支配権取得により、従業員・取引先・顧客・地域社会その他の利害関係者の

利益が損なわれ、それによって長期的に当社株主全体の利益、企業価値が著しく毀損されると合理

的な根拠をもって判断される場合

・ 買付の条件（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付の実行の実現可能性、買付後

における当社の従業員、取引先、顧客その他の利害関係者の処遇方針等を含みます。）が当社の本

源的価値に鑑み不十分または不適当な買付であると合理的根拠をもって判断できる場合

f.　対抗措置

当社取締役会の決議により、大規模買付者は新株予約権を行使できないこと等を定める条件を設けた

新株予約権を新株予約権無償割当ての方法により株主の皆様に割り当てることとし、当社取締役会は、新

株予約権無償割当てを受けるべき株主を定めるための基準日を定めます。

基準日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有株

式（但し、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個の割合で新株予約権を新株予約権無償割

当ての方法により割り当てます。

その他、本プランでは下記の条件なども定めています。

・ 新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権１個当たり、当社取締役会が別途定める数とするこ

と

・ 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その財産の価額は新株予約権１個につき１円

とすること

・ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とすること

・ 当社取締役会の承認を得ることなく新株予約権を譲り受けた者も新株予約権を行使できないこと

・ 当社は、当社取締役会が別途定める日をもって新株予約権を取得することができること
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・ 当社は、大規模買付者が保有する新株予約権及び当社取締役会の承認を得ることなく新株予約権を譲

り受けた者が保有する当該新株予約権については取得しないものとすることができること

・ 当社がかかる新株予約権の取得を行なう場合、新株予約権１個につき、当社取締役会が別途定める数

の当社株式をその対価として交付する場合があること

(４) 本プランの見直し

当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、当社第154回定時株主総会でご承認いただいた本プ

ランの基本的考え方に反しない範囲で、関係諸法令の整備の状況その他の情勢の変化を踏まえ、当社の企業

価値及び株主共同の利益の更なる向上の観点から、独立委員会の勧告を最大限尊重しつつ、本プランを随時

見直してまいります。なお、本プランの見直しを行なった場合には、速やかにその旨の公表を行ないます。

(５) 本プランの発効日と有効期限

本プランの採用及びそれに基づく対抗措置の発動については、株主の皆様にも一定の影響を与えるため、

本プランの導入については平成19年６月26日に開催の当社定時株主総会においてご承認いただきました。

本プランの有効期限は平成21年６月に開催予定の当社定時株主総会の終了後最初に開催される取締役会

終了のときまでとしています。

また、本プランは、その有効期間中であっても、当社取締役会によりこれを廃止する旨の決議が行なわれ

た場合は、その時点で廃止されるものとしています。

４．取締役会の判断及びその判断に係る理由（経営者の取組みが会社支配に関する基本方針に沿い、当社の株主

共同の利益を損なうものではないこと、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについ

て）

(１) 経営者の取組みが会社支配に関する基本方針に沿うものであること

本プランは、以下の点から会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえま

す。

・ 当社グループにおける「中期経営計画」による企業価値の向上への取組みは、会社支配に関する基本方

針にいう「当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上」のための現在の経営者による取組みであ

ること

・ 現在の経営者の係る取組みの是非についての判断は、会社法に基づく事業報告等による開示と株主の皆

様による取締役の選解任権の行使を通じて、そのご意思に委ねられていること

・ 当社のコーポレート・ガバナンス体制及びその強化のための様々な取組みは、会社法の規律に基づき、取

締役の職務執行に対する監督機能を確保し、経営の透明性を高め、もって企業価値の向上に資する点で会

社支配に関する基本方針に準拠するものであること

・ 本プランは、大規模買付行為に応じるか否かを当社株主の皆様が判断するために必要な情報を提供させ

るため、あるいは代替案の提示を受ける機会を株主の皆様に保障するための手段として採用されたもの

であり、「大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様が判断する」という基本精神に基づ

き作成されていること

(２) 当社の株主共同の利益を損なうものではないこと

以下の点より、本プランは当社株主共同の利益に資するものであり、損なうものではないと考えます。

・ 当社グループの「中期経営計画」による企業価値の向上や当社の現在のコーポレート・ガバナンス体制

並びにその強化のための様々な取組みは、いずれも企業価値の向上をもたらし、ひいては株主共同の利益

につながるものであること

・ 本プランによって、当社株主の皆様は、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や代

替案の提示を受ける機会を保障されること

・ 本プランの導入は、株主総会における当社株主の皆様のご承認が条件となっていること

・ 有効期間が明確に規定されていること

・ 本プランは、取締役会決議によりいつでも廃止が可能であることから、本プランの維持が株主共同の利益

を損なうと当社株主の皆様が判断する場合、取締役の選解任権を行使することにより、いつでも株主の皆

様のご意思によって本プランを廃止することが可能となっていること
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(３) 当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと

本プランには、以下のとおり当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛り込まれてい

ることから、本プランは当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えます。

・ 当社の現在のコーポレート・ガバナンス体制は、すべて株主総会を頂点として構成されていること

・ 当社の取締役の任期は１年であり、解任のための株主総会決議要件の加重も一切行なっておらず、経営

者は、毎年、株主の皆様による過半数の決議による承認を受けるべき立場にあること

・ 本プランは、大規模買付行為を受け入れるか否かは最終的には当社株主の皆様のご判断に委ねられるべ

きことを大原則としつつ、株主共同の利益を守るために必要な範囲での情報提供等のルールの遵守の要

請や、必要に応じて対抗措置の発動を定めるものであること

・ 本プランは当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会によ

る対抗措置の発動はかかる本プランの規定に従って行なわれること

・ 大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討し、対抗措置を発動する際には、外部専門家等の助

言を得るとともに、当社の業務執行を行なう経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮

問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされていること

（４）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費は、74億円であります。

また、当第３四半期連結会計期間における研究開発活動の状況の変更の内容は、次のとおりであります。

[鉄鋼関連事業]

ニッケルを含まず疲労特性に優れた降伏点47㎏級（引張強度60㎏）高強度TMCP厚鋼板が、高効率な溶接施工が

可能であることかつ船体重量軽減効果及び高い安全性が認められ、業界で初めて、超大型コンテナ船に採用されま

した。

[機械関連事業]

ビルや工場の空調や冷却プロセスなどに使用される水冷式スクリュチラーとして、すでに業界最高のエネルギー

効率を達成している従来機（ハイエフミニ）の高効率化技術を活用しつつ、運転状態に合わせて最適設計した高性

能熱交換器により、一層の高効率化を実現した「ハイエフミニⅡ」を電力３社と共同開発しました。

[建設機械関連事業]

第３次排ガス規制に対応した超小旋回ミニショベル１機種とオフロード法適合エンジンを搭載したホイール

ローダ２機種を上市しました。また、シティコンシャスクレーン「パンサーX250」が2008年度グッドデザイン賞を

受賞しました。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

（２）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画はありません。なお、経常的な設備更

新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数 (株)

普通株式 6,000,000,000

計 6,000,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数 (株)

（平成20年12月31日現在）

提出日現在発行数 (株)
（平成21年２月６日現在）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,115,061,100 3,115,061,100
東京、大阪、名古屋

（以上市場第一部）

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限
定のない当社におけ
る標準となる株式で
あります。単元株式数
は1,000株であります。

計 3,115,061,100 3,115,061,100 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成20年10月１日～

　平成20年12月31日
－ 3,115,061 － 233,313 － 83,172

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

EDINET提出書類

株式会社　神戸製鋼所(E01231)

四半期報告書

14/33



（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　　　①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   119,943,000 －

権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式

単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,978,285,000 2,978,285 同上

単元未満株式 普通株式　　16,833,100 － －

発行済株式総数 3,115,061,100 － －

総株主の議決権 － 2,978,285 －

(注) 「完全議決権株式（その他）」欄には証券保管振替機構名義の株式が295,000株含まれております。また、「議　決権

の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数295個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数 (株)

他人名義所有
株式数 (株)

所有株式数の
合計 (株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％)

当社
神戸市中央区

脇浜町２－10－26
107,655,000 － 107,655,000 3.46

浅井産業(株)
大阪市北区梅田

１－12－39
7,307,000 － 7,307,000 0.23

神鋼商事(株)
大阪市西区

土佐堀１－３－７
－ 3,000,000 3,000,000 0.10

神鋼鋼線工業(株) 尼崎市中浜町10－１ － 1,000,000 1,000,000 0.03

三和鐵鋼(株)
愛知県海部郡

飛島村金岡７
415,000 － 415,000 0.01

(株)セラテクノ
明石市貴崎

５－11－70
298,000 － 298,000 0.01

平成アルミ(株)
栃木県真岡市

鬼怒ヶ丘15
13,000 155,000 168,000 0.01

土井産業(株)
名古屋市中村区

亀島２－17－23
100,000 － 100,000 0.00

計 － 115,788,000 4,155,000 119,943,000 3.85

(注) １．株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。

なお、当該株式数は「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

２．神鋼商事(株)及び神鋼鋼線工業(株)保有の他人名義の株式は、以下の名義で退職給付信託に拠出されたもので

あります。

みずほ信託銀行(株)退職給付信託神鋼商事口再信託受託者資産管理サービス信託3,000,000株

（東京都中央区晴海１－８－12）

みずほ信託銀行(株)退職給付信託神鋼鋼線工業口再信託受託者資産管理サービス信託1,000,000株

（東京都中央区晴海１－８－12）

 ３．平成アルミ(株)は、当社の取引会社で構成される持株会（神鋼くろがね会協栄会　神戸市中央区脇浜町２－１

－16）に加入しており、同持株会名義で当社株式155,497株を保有しております。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高 (円) 321 372 368 311 307 266 221 173 164

最低 (円) 282 290 285 276 248 198 119 132 147

　(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

（執行役員の状況）

当社は、カンパニー制度の下で執行役員制を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四

半期報告書の提出日までにおいて、執行役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 147,386 68,738

受取手形及び売掛金 ※4
 322,921 380,041

商品及び製品 176,279 135,042

仕掛品 182,080 154,921

原材料及び貯蔵品 149,646 119,460

その他 139,410 99,863

貸倒引当金 △926 △981

流動資産合計 1,116,797 957,086

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 286,896 294,194

機械装置及び運搬具（純額） 442,520 465,671

土地 199,633 202,093

その他（純額） 56,456 65,253

有形固定資産合計 ※1
 985,507

※1
 1,027,213

無形固定資産

のれん 4 549

その他 19,967 17,469

無形固定資産合計 19,972 18,019

投資その他の資産

投資有価証券 176,023 232,371

その他 110,198 98,133

貸倒引当金 △3,688 △3,819

投資その他の資産合計 282,533 326,686

固定資産合計 1,288,013 1,371,919

資産合計 2,404,810 2,329,005

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※4
 619,050 488,250

短期借入金 144,769 173,926

コマーシャル・ペーパー 82,000 110,000

1年内償還予定の社債 59,958 58,236

未払法人税等 17,246 26,763

引当金 16,007 13,065

その他 ※4
 206,316 216,829

流動負債合計 1,145,349 1,087,071

固定負債

社債 199,880 214,951

長期借入金 360,961 266,290

退職給付引当金 42,322 44,749

その他の引当金 3,893 4,423

その他 49,306 63,722

固定負債合計 656,363 594,136

負債合計 1,801,712 1,681,208
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 233,313 233,313

資本剰余金 83,172 83,264

利益剰余金 325,981 305,334

自己株式 △51,476 △51,514

株主資本合計 590,991 570,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,776 35,628

繰延ヘッジ損益 △10,170 4,029

土地再評価差額金 △4,840 △4,899

為替換算調整勘定 △15,545 △5,207

評価・換算差額等合計 △25,779 29,549

少数株主持分 37,886 47,849

純資産合計 603,098 647,797

負債純資産合計 2,404,810 2,329,005

EDINET提出書類

株式会社　神戸製鋼所(E01231)

四半期報告書

19/33



（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 1,715,376

売上原価 1,441,698

売上総利益 273,678

販売費及び一般管理費 ※1
 132,299

営業利益 141,379

営業外収益

受取利息 1,747

受取配当金 3,528

業務分担金 6,465

持分法による投資利益 8,845

その他 10,824

営業外収益合計 31,411

営業外費用

支払利息 14,667

出向者等労務費 17,534

その他 36,120

営業外費用合計 68,322

経常利益 104,468

特別損失

投資有価証券評価損 15,795

特別損失合計 15,795

税金等調整前四半期純利益 88,672

法人税、住民税及び事業税 42,000

法人税等調整額 2,617

法人税等合計 44,617

少数株主利益 2,017

四半期純利益 42,037
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 523,577

売上原価 446,597

売上総利益 76,980

販売費及び一般管理費 ※1
 42,094

営業利益 34,886

営業外収益

受取利息 648

受取配当金 1,502

業務分担金 2,044

持分法による投資利益 2,777

その他 389

営業外収益合計 7,362

営業外費用

支払利息 4,883

出向者等労務費 5,944

その他 12,507

営業外費用合計 23,335

経常利益 18,913

特別損失

投資有価証券評価損 12,325

特別損失合計 12,325

税金等調整前四半期純利益 6,587

法人税、住民税及び事業税 6,449

法人税等調整額 6,302

法人税等合計 12,752

少数株主損失（△） △1,924

四半期純損失（△） △4,239
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 88,672

減価償却費 95,419

受取利息及び受取配当金 △5,275

支払利息 14,667

投資有価証券売却損益（△は益） △1,312

投資有価証券評価損益（△は益） 15,795

持分法による投資損益（△は益） △8,845

有形固定資産売却損益（△は益） △29

有形固定資産除却損 1,755

売上債権の増減額（△は増加） 46,717

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,189

仕入債務の増減額（△は減少） 140,328

その他 △46,063

小計 236,641

利息及び配当金の受取額 8,293

利息の支払額 △12,995

法人税等の支払額 △54,484

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △91,678

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,839

投資有価証券の取得による支出 △10,198

投資有価証券の売却による収入 4,602

出資金の払込による支出 △2,160

短期貸付金の増減額（△は増加） △261

長期貸付けによる支出 △280

長期貸付金の回収による収入 649

移転補償金の受取額 4,894

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

627

その他 △1,409

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,623

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △28,000

長期借入れによる収入 105,366

長期借入金の返済による支出 △31,759

社債の発行による収入 34,830

社債の償還による支出 △48,178

配当金の支払額 △20,128

その他 △2,369

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,137

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84,984

現金及び現金同等物の期首残高 66,685

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 151,669
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項の変

更

第１四半期連結会計期間において、コベルコクレーントレーディング(株)など２

社を新たに連結の範囲に含めております。一方、神戸アイ・イー・サービス(株)を連

結の範囲から除外しており、その理由は、合併であります。

第２四半期連結会計期間において、(株)テザックワイヤロープを連結の範囲から

除外しており、その理由は、株式譲渡であります。

当第３四半期連結会計期間において、コベルコ クレーン ミドルイースト(FZE)

を新たに連結の範囲に含めております。

変更後の連結子会社の数は164社であります。
　 　
２．持分法の適用に関する事項の

変更

第１四半期連結会計期間において、(株)アーステクニカなど２社を持分法の範囲

から除外しており、その理由は、株式売却等であります。

第２四半期連結会計期間において、(株)テザックワイヤロープを新たに持分法の

範囲に含めております。

当第３四半期連結会計期間において、ケイエイチ テック INC.を新たに持分法の

範囲に含めております。

変更後の持分法適用会社の数は52社であります。
　 　
３．会計処理基準に関する事項の

変更

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ12,934百万円減少して

おります。　

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
　 　
　  (２)重要なリース取引の処理方法の変更

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結

会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、第

１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る

会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を採用しております。

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　 (３)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用

し、連結決算上必要な修正を行なっております。

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
　 　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

たな卸資産の評価方法 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略

し第２四半期連結会計期間に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により

算定しております。

固定資産の減価償却費の算定方

法

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。
　 　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

有形固定資産の耐用年数の変更

平成20年度の法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行なっております。

この結果、従来の耐用年数によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の減価償却費が6,242百万円増加し、営業

利益が4,973百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が5,001百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                  1,937,354百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,874,536百万円
　 　
２　保証債務

下記の会社の金融機関借入等について、それぞれ保

証を行なっております。

２　保証債務

下記の会社の金融機関借入等について、それぞれ保

証を行なっております。

四川成都成工工程機械

股分有限公司
9,796百万円

他10社他 2,050　

合計 11,846　

四川成都成工工程機械

股分有限公司
7,185百万円

(株)アーステクニカ 2,300　

他11社他　 2,465　

合計 11,950　

(注) 保証類似行為に該当するもの（809百万円）を含め

ております。

(注) 保証類似行為に該当するもの（700百万円）を含め

ております。
　 　
３　受取手形割引高 1,985百万円

　  受取手形裏書譲渡高 1,167　

３　受取手形裏書譲渡高 1,288百万円

　  　 　  　

※４　第３四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済しておりま

す。

　なお、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の満期手形が当第３四半期

連結会計期間末日の残高に含まれております。

　

受取手形 4,160百万円

　  支払手形 6,319　

　  設備支払手形

　　（流動負債その他）

103　

　

　

 ───────────
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

運搬費 35,909百万円

給料及び手当 30,936 

貸倒引当金繰入額 280 

退職給付費用 1,476 

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

運搬費 11,322百万円

給料及び手当 10,028 

貸倒引当金繰入額 63 

退職給付費用 402 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定 147,386百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △717　

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資(流動資産その他）
5,000 　

現金及び現金同等物 151,669 　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日

至　平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　3,115,061,100株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　112,628,933株

 　　　 ３．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成20年５月16日

取締役会
普通株式 利益剰余金 10,526百万円 3.5円 平成20年３月31日 平成20年６月４日

平成20年10月30日

取締役会
普通株式 利益剰余金 10,525百万円 3.5円 平成20年９月30日 平成20年12月1日
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

　
鉄鋼
関連事業

電力卸
供給事業

アルミ・銅
関連事業

機械
関連事業

建設機械
関連事業

不動産
関連事業

電子材料・

その他の事業
計

消去又は
全社

連結

売上高 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

(１)外部顧客に

対する売上高
264,229 19,420 85,077 66,929 73,010 6,351 8,557 523,577 － 523,577

(２)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

6,912 － 320 1,807 31 1,876 4,802 15,749 △15,749 －

計 271,142 19,420 85,397 68,737 73,041 8,228 13,359 539,327 △15,749 523,577

営業損益 32,669 4,862 △11,897 6,531 808 367 424 33,766 1,119 34,886

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

　
鉄鋼
関連事業

電力卸
供給事業

アルミ・銅
関連事業

機械
関連事業

建設機械
関連事業

不動産
関連事業

電子材料・

その他の事業
計

消去又は
全社

連結

売上高 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

(１)外部顧客に

対する売上高
806,195 54,786 311,851 229,093 268,421 18,295 26,732 1,715,376 － 1,715,376

(２)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

20,452 － 1,007 4,073 188 5,781 14,769 46,271 △46,271 －

計 826,648 54,786 312,858 233,167 268,609 24,076 41,501 1,761,648 △46,271 1,715,376

営業損益 96,391 12,618 △8,219 19,747 13,998 1,821 2,823 139,181 2,198 141,379

（注）１．事業区分は、当社の経営組織上の管理区分を基本に、一般的な製品等の類似性を考慮して決定しておりま

す。
　

２．各事業の主な製品又は事業内容

鉄鋼関連事業

条鋼、鋼板、鋼片、鋳鍛鋼品、チタン及びチタン合金、鉄粉及び粉末製品、鋳物用銑、製鋼用銑、スラグ製品、ス

テンレス鋼管、建材、各種特殊鋼製品、各種鋼線、溶接材料、溶接ロボット、溶接電源、各種溶接ロボットシス

テム、溶接関連試験・分析・コンサルティング業

電力卸供給事業

電力卸供給

アルミ・銅関連事業

アルミ圧延品、銅圧延品、アルミニウム合金及びマグネシウム合金鋳鍛造品、アルミ加工品

機械関連事業

各種プラント、エネルギー・化学関連機器、原子力関連機器、土木工事、新交通システム、タイヤ・ゴム機

械、樹脂機械、超高圧装置、真空成膜装置、金属加工機械、各種圧縮機、冷凍機、ヒートポンプ、各種環境プラ

ント、資源再生・土壌浄化、冷却塔、各種内燃機関、重電機器、搬送機器

建設機械関連事業

油圧ショベル、ミニショベル、ホイールローダ、クローラクレーン、ラフテレーンクレーン、作業船

不動産関連事業

不動産開発・建設・分譲・仲介・リフォーム、不動産賃貸・ビルマネジメント、マンション管理

電子材料・その他の事業

特殊合金他新材料（ターゲット材等）、各種材料の分析・解析、高圧ガス容器製造業、シリコンウエハーの

再生研磨・販売、超電導製品、有料老人ホームの運営
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３．たな卸資産の評価基準の変更

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　３．会計処理基準に関する事項の変

更」に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価

法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の営業損益は、鉄鋼関連事業が2,631

百万円、アルミ・銅関連事業が8,112百万円、機械関連事業が651百万円、建設機械関連事業が796百万円、不動

産関連事業が601百万円、電子材料・その他の事業が141百万円、それぞれ減少しております。
　

４．有形固定資産の耐用年数の変更

「追加情報」に記載のとおり、平成20年度の法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年

数の変更を行なっております。

この結果、従来の耐用年数によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の営業損益は、鉄鋼関連事業が

662百万円、電力卸供給事業が1,093百万円、アルミ・銅関連事業が3,197百万円、機械関連事業が74百万円、不

動産関連事業が１百万円、電子材料・その他の事業が72百万円、それぞれ減少し、建設機械関連事業が128百

万円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

 日本 その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 

(１)外部顧客に対する売上高 466,687 56,890 523,577 － 523,577

(２)セグメント間の内部売上高又

は振替高
27,659 3,270 30,930 △30,930 －

計 494,347 60,160 554,507 △30,930 523,577

営業利益 30,628 4,593 35,222 △335 34,886

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

 日本 その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 

(１)外部顧客に対する売上高 1,505,886 209,490 1,715,376 － 1,715,376

(２)セグメント間の内部売上高又

は振替高
96,765 9,912 106,677 △106,677 －

計 1,602,651 219,402 1,822,054 △106,677 1,715,376

営業利益 121,430 19,327 140,757 621 141,379

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。
　

２．その他の地域の区分に属する主な地域は、アジアであります。
　

３．たな卸資産の評価基準の変更

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　３．会計処理基準に関する事項の変

更」に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価

法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、日本が12,934百万円

減少しております。
　

４．有形固定資産の耐用年数の変更

「追加情報」に記載のとおり、平成20年度の法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年

数の変更を行なっております。

この結果、従来の耐用年数によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、日本が4,973百万

円減少しております。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

　 アジア その他の地域 計

　 百万円 百万円 百万円

Ⅰ　海外売上高 100,700 59,571 160,271

Ⅱ　連結売上高   523,577

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 19.2％ 11.4％ 30.6％

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

　 アジア その他の地域 計

　 百万円 百万円 百万円

Ⅰ　海外売上高 362,140 210,679 572,819

Ⅱ　連結売上高   1,715,376

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 21.1％ 12.3％ 33.4％

　(注) １．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。
　

２．各区分に属する主な国又は地域

(１)アジア・・・中国、台湾、韓国、タイ、マレーシア

(２)その他の地域・・・北米、中東
　

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

その他有価証券で時価のあるもの

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　 （単位：百万円）

 取得原価
四半期連結貸借
対照表計上額

差額

（四半期連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるもの）
   

(１)株式 49,140 65,009 15,869

小計 49,140 65,009 15,869

（四半期連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えないもの）
　   

(１)株式 42,542 30,528 △12,013

(２)その他　 9 6 △3

小計 42,552 30,535 △12,016

合計 91,692 95,545 3,852
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額       188円25銭 １株当たり純資産額 199円80銭

２．１株当たり四半期純損益

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益     14円00銭 １株当たり四半期純損失 △1円41銭

　（注）　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　１株当たり四半期純損益の算定上の基礎

　　四半期純損益 (百万円)

　　普通株主に帰属しない金額 (百万円)

　　普通株式に係る四半期純損益 (百万円)

　　普通株式の期中平均株式数 (千株)

42,037

－

42,037

3,002,488

△4,239

－

△4,239

3,002,463

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

  平成21年２月６日 

株式会社　神戸製鋼所    

 代表取締役社長 犬伏　泰夫　殿  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 安川　文夫　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中島　久木　　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社神戸製

鋼所の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社神戸製鋼所及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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